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港湾の避難対策ガイドライン検討委員会について
港湾管理者や港湾所在市町村が港湾の特殊性を踏まえ津波避難指針・計画を作成する際の参考となるよう、

主として防護ラインより海側のエリアで働く方や来訪される方の津波避難に関し、指針・計画の作成に当たって
の検討方法や個々の対策のあり方等を検討し、「港湾の避難対策に関するガイドライン」を本年夏頃を目途に策
定する。

なお 検討委員会の下に別途ＷＧを設置し 津波避難施設の設計指針の策定のための具体的な検討を実施なお、検討委員会の下に別途ＷＧを設置し、津波避難施設の設計指針の策定のための具体的な検討を実施
する。

港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会

（１）港湾における津波発生時の避難に係る現状の取り組みと課題
（２）港湾における安全かつ迅速な避難に資する減災対策について

検討事項

港湾の避難施設の
設計検討ＷＧ

本検討WG

平成２５年２月２８日 第１回検討委員会

（２）港湾における安全かつ迅速な避難に資する減災対策について
（３）ガイドラインの策定

設計検討ＷＧ

港湾における津波避難施設の

検討事項
第１回検討委員会
・検討会の進め方等について
・港湾における避難対策検討の必要性について
・東日本大震災からの教訓
・港湾の避難に関する取り組み事例

港湾における津波避難施設の
設計指針について

平成２５年３月頃 第１回WG港湾の避難に関する取り組み事例

（以降数回開催）

第

検討結果を反映

平成２５年夏頃目途 ガイドラインの策定

（以降数回開催）
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港湾の避難対策に関するガイドラインの位置付け

【災害対策基本法】
・防災基本計画の策定について規定し、防災基本計画において地域防災計
画において重点をおくべき事項を定めると規定

・地域防災計画において、避難に係る事項を定めると規定

【津波対策推進マニュアル検討報告書】
（H14.3 消防庁） （現在見直し中）

津波避難計画の策定等にあたって留意すべき事項を「市町村に津波避難計画の策定等にあたって留意すべき事項を「市町村に
おける津波避難計画策定指針」及び「地域ごとの津波避難計画策
定マニュアル」としてまとめたもの

【防災基本計画】（中央防災会議）

・市町村により津波避難計画を策定すると規定
【津波避難計画策定指針】

（都道府県）

【地域防災計画】（地方防災会議） 【津波避難計画】

具体化※

【地域防災計画】（地方防災会議）
・避難計画を策定することとしている

【津波避難計画】
（市町村）

補完

補完

港湾の避難対策に
関するガイドラインハード・ソフト両面から、港湾

の特殊性を踏まえたものに
することが必要

※ 「津波避難計画」とは、地域防災計画に掲載されている津波対策をより具体化したものと位置付けられている。

することが必要
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港湾の津波避難施設の設計検討ＷＧの位置づけ

【港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会】【港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会】

（１）東日本大震災の対応状況及び南海トラフの巨大地震等の影響が想定される地域における取組と課題
（２）港湾における安全かつ迅速な避難に資する減災対策について
（３）ガイドラインの策定 第１回「港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会」プレス資料（３）ガイドラインの策定 第１回「港湾の避難対策に関するガイドライン検討委員会」プレス資料

津波避難施設の設計に関することを本WGで検討する。
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港湾の津波避難施設の設計検討ＷＧの役割

港湾の津波避難施設に係る設計について検討し 指針を策定する港湾の津波避難施設に係る設計について検討し、指針を策定する。

背景

○港湾は 労働者や利用者の活動の場の多くが防護ラインより海側に立地し ひとたび津波が発生す○港湾は、労働者や利用者の活動の場の多くが防護ラインより海側に立地し、ひとたび津波が発生す
ると浸水のおそれが高い。にもかかわらず、津波から避難するための高台が離れている等の特殊性
があり、労働者や利用者を津波から安全かつ迅速に避難させることが重要な課題。

（参考）交通政策審議会港湾分科会防災部会答申（H24.6）において、「防護ラインよりも沖側に立地する産業・物流施設は、発生頻
度の高い津波であっても浸水が予想されることから 港湾労働者等の安全性を確保するため 避難手段をあらかじめ想定し 必要度の高い津波であっても浸水が予想されることから、港湾労働者等の安全性を確保するため、避難手段をあらかじめ想定し、必要
な措置を講じておくことが重要である。」と指摘。

○津波避難施設は、労働者や利用者が迅速に避難できる有効な施設であると考えられるが、港湾は液
状化しやすい立地条件にあり、かつ、津波波力や漂流物の外力を直接受けるため、複合被害を受け条 津波波力 漂 外力 直接受 複合 害 受
やすい。

既存の知見
【検討内容】
○津波避難施設に係る既
存の知見に港湾の地理的

既存の知見

「津波避難ビル等に関するガイドライン（H17内閣府防災担当）」等

港湾の特殊性 存 知見 港湾 地理的
特殊性を加味し、港湾に
おける津波避難施設の設
計手法を検討し、設計指計手法を検討し、設計指
針を策定

津波により倒壊したビル（女川町）港湾の液状化被害（小名浜港） 漂流物による被害（仙台塩釜港）
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